
- 1 -

○
消
防
庁
告
示
第
九
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
二
の
四
第
五
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

号
の
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日

消
防
庁
長
官

石
井

一
隆

第
一

期
間

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
五
項
第
六
号
の
期
間
（
以
下
「
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録
講
習
機
関

が
発
行
す
る
免
状
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
の
事
情
に
よ
り
期
間
内
に
免
状
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
登
録
講
習
機
関
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
も
の
と

す
る
。

第
二

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
情

期
間
内
に
免
状
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

海
外
旅
行
を
し
て
い
る
こ
と
。

二

災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三

病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
て
い
る
こ
と
。

四

法
令
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

別添３
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五

社
会
の
慣
習
上
又
は
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
緊
急
の
用
務
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
講
習
機
関
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
。

第
三

第
二
の
事
情
を
有
し
期
間
の
延
長
を
必
要
と
す
る
者
の
申
出

第
二
の
事
情
を
有
し
期
間
の
延
長
を
必
要
と
す
る
者
は
、
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
に
、
第
二
の
事
情
を
証
す
る

書
類
を
添
え
て
、
登
録
講
習
機
関
に
第
二
の
事
情
を
有
す
る
旨
の
申
出
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四

第
二
の
事
情
を
認
め
た
旨
を
証
す
る
書
面
の
交
付

第
三
の
申
出
を
受
け
た
登
録
講
習
機
関
は
、
第
二
の
事
情
を
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
出
を
し
た
者
に

対
し
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添３


